
令和6年度第1回 庄内町地域公共交通会議 次第 

 

日時 令和6年8月23日（金）午前10時30分～ 

場所 庄内町役場Ｂ棟2階 入札室 

 

1 開  会 

 

2 会長挨拶 

 

3 協議事項 

 (1) 町営バスの運行経路及び時刻表の変更について 資料1 

 

 (2) デマンドタクシーの時刻表の変更について 資料2 

 

 (3) 庄内交通路線バス「鶴岡-清川線」の廃止について 資料3 

 

4 報告事項 

(1) 7月25日発生の大雨災害における町営バス・デマンドタクシーの対応 資料4 

 

 

5 その他 

 

 

6 閉  会 

  

 配布資料 

資料 1  町営バスの運行経路及び時刻表の変更について 

資料 1-1 中心市街地循環線時刻表  

資料 1-2 循環路線運行経路（抜粋） 

資料 2  デマンドタクシーの時刻表の変更について 

資料 3  庄内交通路線バス「鶴岡-清川線」の廃止について 

資料 3-1 路線延長廃止区間詳細 

資料 3-2 路線廃止区間_鶴岡-清川 

資料 3-3 庄内交通路線バス「鶴岡清川線」廃止に係る代替手段について 

資料 4  7 月 25 日発生の大雨災害における町営バス・デマンドタクシーの対応 

資料 4-1 立谷沢方面路線図 

資料 4-2 臨時時刻表 
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【協 議】 

町営バスの運行経路及び時刻表の変更について 

 

1 目的 

 令和6年4月1日に変更した中心市街地循環線の運行経路及び時刻について冬季間、支障をきたす

恐れがあることから変更を行うもの。 

 また、循環路線において利用者の利便性を図るため、運行経路を見直すもの。 

  

2 変更の内容 

(1) 中心市街地循環線 1便・8便の運行経路変更 
現在、運行経路としている踏切は段差が大きく冬季間、降雪などの影響で車体を傷める可

能性があるため変更するもの。また、運行経路の変更に伴い時刻表を変更する。 

 
 
 

  

資料 1 

→ 現行 
→ 変更後 
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【中心市街地循環線】8便 

停留所名 変更前 変更後 

庄内町役場 16：10 16：05 

庄内総合高校 16：13 16：10 

余目駅前 16：17 16：15 

 

(2) 循環路線（家根合循環線：2コース八栄里・栄方面）の運行経路変更 

家根合農村公演の前を通るように運行経路の変更をするもの。（資料１-２）変更後のルー

トの方が、多くの家に面しており、障害を持った方がすぐにのれるため。（フリー乗降区間

のため） 

 

(3) 循環路線（狩川循環線：3コース吉岡・十六合・狩川方面）の停留所「上朝丸」の移動 

 

 

歩行者の妨げになるため車道側に設置されていたものですが、車が衝突する事故が発生し

たため、危険と判断し移動するものです。 

移動先は上朝丸防災緑地敷地内（町有地）です。 

視認性等影響はありませんが、設置場所が芝生のため倒れることがないように注意します。 
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 (4) 路線の経路（キロ程）について 

  ① 中心市街地循環線     運行経路の変更によるキロ程の変更を行う 

  ② 循環路線（家根合循環線） 運行経路の変更によるキロ程の変更はない 

旧 新 

循環路線（中心市街地循環線）  

起点 庄内町余目字町 132-1 

(庄内町役場) 

終点 庄内町余目字町 132-1 

(庄内町役場) 

キロ程 9.5 

主たる経

過地 

庄内余目病院 

 

循環路線（中心市街地循環線）  

起点 庄内町余目字町 132-1 

(庄内町役場) 

終点 庄内町余目字町 132-1 

(庄内町役場) 

キロ程 9.0 

主たる経

過地 

庄内余目病院 

 

循環路線（家根合循環線）  

起点 庄内町余目字町 132-1 

(庄内町役場) 

終点 庄内町余目字町 132-1 

(庄内町役場) 

キロ程 31.3 

髙田麦・家根合間 1,040ｍ 

 ➤1.0 ㎞ 

主たる経

過地 

家根合地区 

 

循環路線（家根合循環線）  

起点 庄内町余目字町 132-1 

(庄内町役場) 

終点 庄内町余目字町 132-1 

(庄内町役場) 

キロ程 31.3 

髙田麦・家根合間 960ｍ 

 ➤1.0 ㎞ 

主たる経

過地 

家根合地区 

 

 

3 実施予定日 令和6年11月1日 



１便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便 ７便 ８便 ８便

庄 内 町 役 場 9:10 10:20 11:20 12:10 13:40 14:30 15:20 16:10 16:05

松 蔵 商 店 前 9:11 10:21 11:21 12:11 13:41 14:31 15:21 - -

庄 内 余 目 病 院 9:14 10:24 11:24 12:14 13:44 14:34 15:24 - -

菅 原 医 院 9:16 10:26 11:26 12:16 13:46 14:36 15:26 - -

肉 の も り 前 9:17 10:27 11:27 12:17 13:47 14:37 15:27 - -

庄 内 総 合 高 校 - - - - - - - 16:13 16:10

旧 斎 藤 整 形 9:18 10:28 11:28 12:18 13:48 14:38 15:28 - -

旧 き ら や か 銀 行 9:19 10:29 11:29 12:19 13:49 14:39 15:29 - -

駅 前 商 店 街 9:20 10:30 11:30 12:20 13:50 14:40 15:30 - -

余 目 駅 前 9:22 10:32 11:32 12:22 13:52 14:42 15:32 16:17 16:15

兼 古 商 店 前 9:24 10:34 11:34 12:24 13:54 14:44 15:34 16:19 16:19

富 樫 接 骨 院 9:26 10:36 11:36 12:26 13:56 14:46 15:36 16:21 16:21

森 田 内 科 9:28 10:38 11:38 12:28 13:58 14:48 15:38 16:23 16:23

新 余 目 支 所 ・
町 湯 9:31 10:41 11:41 12:31 14:01 14:51 15:41 16:26 16:26

マックスバリュ 9:34 10:44 11:44 12:34 14:04 14:54 15:44 16:29 16:29

ヤ マ ザ ワ 9:36 10:46 11:46 12:36 14:06 14:56 15:46 16:31 16:31

う お ぎ ん 前 9:39 10:49 11:49 12:39 14:09 14:59 15:49 16:34 16:34

庄 内 余 目 病 院 9:42 10:52 11:52 12:42 14:12 15:02 15:52 16:37 16:37

和 光 町 9:45 10:55 11:55 12:45 14:15 15:05 15:55 16:40 16:40

太 田 デ ン タ ル 9:47 10:57 11:57 12:47 14:17 15:07 15:57 16:42 16:42

町 農 協 9:49 10:59 11:59 12:49 14:19 15:09 15:59 16:44 16:44

9:50

9:56

余 目 駅 前 10:00 - - - - - - - -

庄 内 総 合 高 校 10:05 - - - - - - - -

庄 内 町 役 場 10:10 - - - - - - - -

15:10 16:00 16:45庄 内 町 役 場 11:00 12:00 12:50 14:20 16:45

庄内町営バス 令和６年１１月1日 改正

中心市街地循環線
（庄内町役場 - 庄内余目病院 - 余目駅前 - 庄内町役場）

運休日：日曜日、国民の祝日・休日、
　　　　１２月３１日～１月５日

TSB02046
テキスト ボックス
資料1-1

TSB02046
テキスト ボックス
変更後

TSB02046
テキスト ボックス
変更前



現在運行経路

変更後運行経路

TSB02046
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資料１-２
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【協 議】 

デマンドタクシーの時刻表の変更について 

 

1 目的 

 デマンドタクシー余目酒田線において現行の時刻表では、日本海総合病院の診察時間等の影響に

より、病院から余目方面に帰るお客様が、デマンドタクシーに間に合わないことが多いため、余目

方面行き1便の時刻を変更し対応する。また、酒田方面行き3便の時刻を変更し、折り返し運行が行

えるようにするもの。 

  

2 変更の内容 

(1) デマンドタクシー余目酒田線 

①【酒田方面行き（3便）】 

乗降場

所 

余目駅

前 

旧きら

やか銀

行 

庄内町

役場  

松蔵商

店前 

庄内余

目病院 

広田 イオン

酒田南

店 

日本海総

合病院 

変更前 12：30 12：31 12：33 12：34 12：35 12：45 12：48 12：51 

変更後 12：00 12：01 12：03 12：04 12：05 12：15 12：18 12：21 

 

②【余目方面行き（1便）】 

乗降場

所 

日本海

総合病

院 

イオン

酒田南

店 

広田 庄内余

目病院 

松蔵商

店前 

庄内町

役場  

旧きら

やか銀

行 

余目駅前 

変更前 12：00 12：03 12：06 12：16 12：17 12：18 12：20 12：21 

変更後 12：30 12：33 12：36 12：46 12：47 12：48 12：50 12：51 

 

3 実施予定日 令和6年10月1日 

資料 2 



 

庄内交通 路線バスの廃止について 

 

 鶴岡－清川線 路線廃止について 

 

1．計画の概要 

 庄内町と鶴岡市からの依頼を受け、平成 19年 4月 1日より一部路線を変更し、「鶴岡-清川線」とし

て運行してまいりました。運行当初から利用者数の少ない路線であった為、庄内町と鶴岡市とは、運

行の在り方について協議を重ねてまいりました。こうした中、乗務員不足が顕著な状況となり、利用実

態に合わせ、路線廃止をせざるを得ない状況となりました。 

 廃止後の地域住民の移動手段としては、地域を管轄する自治体で検討していただいており、令和 7

年 3月 31日の運行を以て路線廃止するものです。 

 

2．廃止しようとする路線 

 路線廃止区間詳細 （別紙資料１） 

 路線廃止区間図  （別紙資料２） 

 

３．廃止となる対象系統 

 鶴岡－清川八郎記念館線 

 鶴岡－清川線 

 

４．廃止となる停留所 

大宝寺 押口 大半田住宅前 大半田 幕の内 

スタンレー前 渡前 下渡前 上藤島 六所神社前 

藤島駅前 藤島上町 藤島庁舎前 藤島仲町 下町会館 

藤島下町 三枚橋 三和 京田橋 千本杉 

桑田口 山水園口 立川庁舎前 旧商工会前 狩川銀行前 

狩川駅前 東本町 東興野 清川駅 清川 

清川八郎記念館 農業改良普及センター    

32箇所 

 

５．実施予定日 

 令和 7年 3月 31日の運行をもって 

 

TSB02046
テキスト ボックス
庄内交通路線バス「鶴岡-清川線」の廃止について

TSB02046
テキスト ボックス
資料３

TSB02046
テキスト ボックス
（資料３-１）

TSB02046
テキスト ボックス
（資料３-２）



資料 １

№

山形県鶴岡市大宝寺字中野108番1号先

山形県鶴岡市渡前字太田56番4号先

4.60 ㎞

鶴岡市(市道)

山形県鶴岡市渡前字太田56番4号先

山形県鶴岡市渡前字下谷地地内

0.80 ㎞

山形県(県道343号)

山形県鶴岡市渡前字下谷地地内

山形県鶴岡市六所畑3番1号先

0.60 ㎞

鶴岡市(市道)

山形県鶴岡市六所畑3番1号先

山形県鶴岡市上藤島字街道西22番19号先

0.20 ㎞

山形県(県道50号)

山形県鶴岡市上藤島字街道西22番19号先

山形県鶴岡市上藤島字鎧田畑4番2号地内

0.50 ㎞

鶴岡市(市道)

山形県鶴岡市上藤島字鎧田畑4番2号地内

山形県鶴岡市藤島字村東96番先

0.70 ㎞

山形県(県道339号)

山形県鶴岡市藤島字村東96番先

山形県鶴岡市藤島山ノ前25番先

0.30 ㎞

鶴岡市(市道)

山形県鶴岡市藤島山ノ前25番先

山形県鶴岡市藤島字笹花64番5号先

0.20 ㎞

山形県(県道115号)

山形県鶴岡市藤島字笹花64番5号先

山形県鶴岡市藤島字村前208番先

1.00 ㎞

鶴岡市(市道)

山形県鶴岡市藤島字村前208番先

山形県鶴岡市藤島字細杖中地内

0.40 ㎞

山形県(県道44号)

山形県鶴岡市三和字街道下63番5号先

山形県鶴岡市字芝ノ越16番2号先

0.70 ㎞

鶴岡市(市道)

山形県東田川郡庄内町京島字海道端18番1号先

山形県東田川郡庄内町狩川字谷地地内

1.50 ㎞

庄内町(町道)

山形県東田川郡庄内町狩川字石神地内

山形県東田川郡庄内町狩川字笹山111番先

0.60 ㎞

庄内町(町道)

山形県東田川郡庄内町狩川字笹山111番先

山形県東田川郡庄内町狩川字上田原田地内

3.60 ㎞

山形県(県道46号)

山形県東田川郡庄内町狩川字大釜11番1号先

山形県東田川郡庄内町狩川字阿古屋46番先

0.55 ㎞

山形県(国道345号)

山形県東田川郡庄内町狩川字大釜11番1号先

山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22番先

0.10 ㎞

庄内町(立川庁舎)

山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22番先

山形県東田川郡庄内町狩川字大釜10番1号先

0.05 ㎞

庄内町(町道)

山形県東田川郡庄内町清川字下川原90番4号先

山形県東田川郡庄内町清川字花崎199番先

0.50 ㎞

山形県(県道45号)

山形県東田川郡庄内町清川字花崎199番先

山形県東田川郡庄内町清川字花崎16番3号先

0.50 ㎞

山形県(県道45号)

山形県東田川郡庄内町清川字花崎16番3号先

山形県東田川郡庄内町清川字上川原49番1号先

0.10 ㎞

山形県(県道45号)

17

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

20

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

18

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

19

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

15

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

16

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

13

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

14

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

11

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

12

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

9

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

10

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

7

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

8

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

5

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

6

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

3

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

4

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

路線廃止届出区間

1

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

2

起点（地名及び地番）：

終点（地名及び地番）：

キロ程：

道路管理者：

TSB02046
テキスト ボックス
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760 1120
1133 772

起点：エスモール

鶴岡駅前

藤島駅前

藤島庁舎前

立川庁舎前

狩川駅前
終点②：清川駅前

終点①：清川八郎記念館

路線廃止区間図

①鶴岡－清川八郎記念館線

②鶴岡－清川線

※高速バス迂回経路として継続使用

バス停留所

路線廃止区間

既認可路線

系統名

○

スタンレー前

0

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

資料２
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庄内交通路線バス「鶴岡清川線」廃止に係る代替手段について 

 

１ 代替手段について 

 庄内交通㈱路線バス鶴岡清川線が令和7年3月31日にもって廃止となることから、代替手段として

デマンドタクシーの運行を検討します。 

 

２ 調査及び実態 

 町は利用者実態を把握するために、乗降調査を実施し、定期的な利用者が7人程度いることを把

握しました。 

（１）調査日   令和6年４月１０日（水）、１２日（金）、６月１０日（月）、１３日（木） 

（２）実施方法  全便に職員が乗車し、乗降者数を計測 

      庄内町から乗る方、庄内町に降りる方にアンケート調査（頻度や目的など）を実施 

（３）調査結果、課題 

  ・定期的な利用者が7人程度 

・JRを代替手段とした場合、一部の便においては到着時間がバスに比べて１時間以上遅くなる

こと、乗降場所が駅から遠く、バス以外の交通手段で目的地へ行くことが困難な方がいるこ

とが明らかになりました。 

・このことから、JR在来線だけでは全ての利用者の代替手段とならないため、デマンドタクシ

ーの運行により公共交通網を維持し、利便性を確保する必要があります。 

 

３ デマンドタクシーについて 

（１）運行開始予定日 令和７年４月１日 

（２）運行形態 

① 運営主体 庄内町 

② 運行主体 タクシー事業者（町との業務委託契約） 

（３）運行日・運行時刻 

 現在のバスの時刻表を原案に調整を図る予定 

 

４ その他 

 令和７年４月１日の運行を目指し、関係機関と調整を重ねてまいります。 

また、1回程度住民説明会を予定しています。 

資料 3-3 



【報 告】 

7月25日発生の大雨災害における町営バス・デマンドタクシー等の対応 

 

１ 運休対応 

 路線名 7月25日(木) 7月26日(金) 

町営バ

ス等 

幹線路線 2便以降運休 運休 

循環路線 2便以降運休 運休 

中心市街地循環線 １便途中で運行打切り 

2便以降運休 

運休 

スクールバス住民利用 通常運行（朝しか運行しないため） 運休 

デマン

ドタク

シー 

三ヶ沢狩川線・ 通常運行 運休 

出川原狩川線 通常運行 運休 

余目酒田線 冠水地点を迂回して運行 運休 

 

２ 運行再開 

(1) 町営バス 7月27日(土)より 

  幹線路線 迂回運行 

  循環路線 27日のみ冠水の恐れがある箇所を迂回運行 

  中心市街地循環線 通常運行 

 (2) スクールバス住民利用  

  鉢子経由スクールバス 7月29日(月)より通常運行 

  中島経由スクールバス 8月22日(木)より迂回運行 ※夏休み期間は運休のため  

(3) デマンドタクシー 7月29日(月)より ※土日が運休日のため 

 

３ 運行経路の変更について 

庄内町清川地区興屋集落内で土砂崩れが発生し町道が通行止めとなっているため 

路線 幹線路線 スクールバス住民利用 

期間 令和6年7月27日（土）から当面の間 令和6年8月22日（木）から当面の間 

運休区間 

 

中村・下中村・板敷橋・興屋・中島・

生繰沢 

立谷沢まちづくりセンター・中村・下

中村・板敷橋・興屋 

変更内容 火・木・土曜日は中村経由で運行して

いるが、毎曜日、鉢子経由で運行を行

っている 

立川小学校、立川中学校スクールバス

運行日に中村経由で運行しているが、

起点を中島に変更 

 

４ 情報発信・周知について 

 状況に応じて、町HP、町公式SNS（ライン・Ｘ（旧Twitter）等）、バス停への掲示、回覧板、町

広報への記事掲載を行っている。 

資料４ 



町道（清川木の沢線）
通行止め

中村経由

鉢子経由

TSB02046
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1便 2便 3便 1便 2便 3便 1便 2便 3便 1便 2便 3便

― 10:35 14:35 ― 10:35 14:35 ― 10:35 14:35 ― ― 14:35 48 ― ―

6:12 10:38 14:38 6:12 10:38 14:38 7:15 10:38 14:38 7:15 ― 14:38 47 7:15 ―

6:13 10:39 14:39 6:13 10:39 14:39 7:16 10:39 14:39 7:16 ― 14:39 46 7:16 ―
45 7:17 ―
44 7:18 ―

6:18 10:44 14:44 6:18 10:44 14:44 7:21 10:44 14:44 7:21 ― 14:44 7:20 ―

6:20 10:46 14:46 6:20 10:46 14:46 7:23 10:46 14:46 7:23 ― 14:46 43 7:23 ―

6:23 6:23 7:26 7:26 42 7:26 ―

6:24 6:24 7:27 7:27 41 7:27 ―

6:27 10:52 14:52 6:27 10:52 14:52 7:30 10:52 14:52 7:30 ― 14:52 40 7:29 ―

- 10:52 14:52 - 10:52 14:52 - 10:52 14:52 - ― 14:52 ― ―
39 ―
38 ―

6:32 10:57 14:57 6:32 10:57 14:57 7:35 10:57 14:57 7:35 ― 14:57 37 7:34 ―
36 7:35 ―
35 7:36 ―

― ― ― ― 10:52 14:52 ― 10:52 14:52 ― ― ― 34 ― 7:20

― ― ― ― 10:54 14:54 ― 10:54 14:54 ― ― ― 33 ―

― ― ― ― 10:55 14:55 ― 10:55 14:55 ― ― ― 32 ―

― ― ― ― 10:57 14:57 ― 10:57 14:57 ― ― ― 31 ― 7:24

― ― ― ― 10:59 14:59 ― 10:59 14:59 ― ― ― 30 ― 7:26

― ― ― ― 11:00 15:00 ― 11:00 15:00 ― ― ― ― 7:28

― ― ― ― 11:02 15:02 ― 11:02 15:02 ― ― ― 29 ― 7:30

6:35 11:00 15:00 6:35 11:00 15:00 7:38 11:00 15:00 7:38 ― 15:00 28 7:38 ―

6:37 11:02 15:02 6:37 11:02 15:02 7:40 11:02 15:02 7:40 ― 15:02 27 7:40 ―

6:38 11:03 15:03 6:38 11:03 15:03 7:41 11:03 15:03 7:41 ― 15:03 26 7:41 7:32
25 7:42 7:34
24

23

22

6:41 11:06 15:06 6:41 11:06 15:06 7:44 11:06 15:06 7:44 ― 15:06 21 7:44

6:45 11:10 15:10 6:45 11:10 15:10 7:48 11:10 15:10 7:48 ― 15:10 20 7:48 7:42

6:46 11:11 15:11 6:46 11:11 15:11 7:49 11:11 15:11 7:49 ― 15:11 19 ― ―

― 11:12 15:12 ― 11:12 15:12 ― 11:12 15:12 ― ― 15:12 18 ― ―

― 11:17 15:17 ― 11:17 15:17 ― 11:17 15:17 ― ― 15:17 17 ― ―

6:47 11:19 15:19 6:47 11:19 15:19 7:50 11:19 15:19 7:50 ― 15:19 ― ―

6:49 11:21 15:21 6:49 11:21 15:21 7:52 11:21 15:21 7:52 ― 15:21 ― ―

11:22 15:22 11:22 15:22 7:53 11:22 15:22 7:53 ― 15:22 16 7:52

11:23 15:23 11:23 15:23 7:54 11:23 15:23 7:54 ― 15:23 15 7:53

6:53 6:53 14 7:58 7:48

8:00 8:00 13

8:01 11:27 15:27 8:01 11:27 15:27 8:01 11:27 15:27 8:01 ― 15:27

12

8:04 11:30 15:30 8:04 11:30 15:30 8:04 11:30 15:30 8:04 ― 15:30 11

8:07 11:33 15:33 8:07 11:33 15:33 8:07 11:33 15:33 8:07 ― 15:33 10

8:09 11:35 15:35 8:09 11:35 15:35 8:09 11:35 15:35 8:09 ― 15:35 9

8:13 11:39 15:39 8:13 11:39 15:39 8:13 11:39 15:39 8:13 ― 15:39 8

8:15 11:42 15:42 8:15 11:42 15:42 8:15 11:42 15:42 8:15 ― 15:42 7

8:16 11:44 15:44 8:16 11:44 15:44 8:16 11:44 15:44 8:16 ― 15:44 6

8:19 11:47 15:47 8:19 11:47 15:47 8:19 11:47 15:47 8:19 ― 15:47 5

8:20 11:48 15:48 8:20 11:48 15:48 8:20 11:48 15:48 8:20 ― 15:48

― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ―

― 11:51 15:51 ― 11:51 15:51 ― 11:51 15:51 ― ― 15:51 4

― 11:54 15:54 ― 11:54 15:54 ― 11:54 15:54 ― ― 15:54 3

8:25 ― ― 8:25 ― ― 8:25 ― ― 8:25 ― ― 2

8:30 ― ― 8:30 ― ― 8:30 ― ― 8:30 ― ― 2

8:35 11:55 15:55 8:35 11:55 15:55 8:35 11:55 15:55 8:35 ― 15:55 2

7:32

7:36

―

―

10:54

10:58

10:54

10:58

14:54

14:58

14:54

14:58

北月山荘発（又は瀬場発）　⇒　庄内町役場行き

運　行　日

　
　

停　留　所あ　あ

スクールバス住民利用

11:05 15:05 11:05 15:056:40

6:33

7:42

11:05 15:05 7:43

15:04

15:05

―

―

14:58

月
～
金
の
平
日

（
鉢
 

子

）

立
川
小
・
中

ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
日

（
中
 

村

）

月・水・金 火・木 土 日

10:40 14:40 6:14 10:40 14:40 10:40 14:40 7:17 14:40

※祝日・休日の場合
1便は土・日と同じ時刻で運行します。2便は運行しません。
3便は同じ時刻で運行します。

―

余 目 駅 前
兼 古 商 店 前

8:21 8:21
旧 き ら や か 銀 行

駅 前 商 店 街
8:21 8:21

片 倉
生 繰 沢 橋

常 万

阿 部 医 院
第四まちづくりセンター

―8:00

余
目
地
域

古 関 （ 幹 線 ）

第２種苗センター前
※スクールバス
住民利用につい
て
・スクールバス車
両での生徒（児
童）と一緒に乗り
合わせです。
・立川総合支所で
幹線1便に乗り換
えができます。
・１２月～３月は、
瀬場発７：１５ →
７：１０、立谷沢公
民館発７：２０ →
７：１０となるた
め、立川総合支
所までの各停留
所で発着時間が
早くなります。

栄 町
西 興 野

庄 内 町 役 場

庄内総合高校

清
川
・
狩
川
地
域

興 屋

庄内余目病院

町 農 協

旧 商 工 会 前
6:50 7:45

廻 館

8:02 11:28 15:28 8:02 8:0215:2811:2811:28 15:28 8:02 15:28

新余目支所・町湯

緑 町
狩 川 駅
旧狩川銀行前

（発）
立川複合拠点施設

（着）
8:0011:26 15:26 11:26 15:26 11:26 15:26

6:50

余 目 新 田

―

15:26

道の駅しょうない
（着）

（発）

荒 鍋

清 川 駅 前
東 興 野

中 島 口

清 川 関 所 前
6:40 7:43

清 川
7:38

清河八郎記念館

7:43

11:04 15:04 11:04 15:046:39 11:04 15:04

7:35

成 沢 医 院 前
6:39 7:42

下 中 村

下 松 の 木
6:33 7:3610:58

大 平 口

14:58
肝 煎

松 の 木

中 村
7:22

板 敷 橋

生 繰 沢
中 島

6:29 7:32 7:3110:54 14:54

木 の 沢

6:29 14:54

立
谷
沢
地
域

北 月 山 荘

6:14 7:17

立谷沢まちづくりセンター

大 中 島

工 藤 沢
新 田

下 瀬 場
瀬 場

大中島ふれあい館前

立谷沢まちづくりセンター

　庄内町営バス　　　幹線路線（立谷沢余目線）

下 科 沢
科 沢

10:49 14:49 10:49 14:49 10:49 14:49 14:49―

鉢 子

臨時運行ダイヤ

TSB02046
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1便 2便 3便 1便 2便 3便 1便 2便 3便

9:00 13:00 16:20 9:00 13:00 16:20 9:00 ― 16:20
― ― 16:24 ― ― 16:24 ― ― 16:24

9:01 13:01 16:27 9:01 13:01 16:27 9:01 ― 16:27
9:04 13:04 16:30 9:04 13:04 16:30 9:04 ― 16:30
9:07 13:07 16:33 9:07 13:07 16:33 9:07 ― 16:33
9:08 13:08 16:35 9:08 13:08 16:35 9:08 ― 16:35
9:11 13:11 16:37 9:11 13:11 16:37 9:11 ― 16:37
9:12 13:12 16:38 9:12 13:12 16:38 9:12 ― 16:38
9:15 13:15 16:41 9:15 13:15 16:41 9:15 ― 16:41
9:18 13:18 16:44 9:18 13:18 16:44 9:18 ― 16:44
9:20 13:20 16:46 9:20 13:20 16:46 9:20 ― 16:46
9:23 13:23 16:49 9:23 13:23 16:49 9:23 ― 16:49

9:30 13:30 16:55 9:30 13:30 16:55 9:30 ― 16:55
9:33 13:33 16:58 9:33 13:33 16:58 9:33 ― 16:58
9:34 13:34 16:59 9:34 13:34 16:59 9:34 ― 16:59
9:36 13:36 17:01 9:36 13:36 17:01 9:36 ― 17:01
9:37 13:37 17:02 9:37 13:37 17:02 9:37 ― 17:02
9:38 13:38 17:03 9:38 13:38 17:03 9:38 ― 17:03
9:44 13:43 17:08 9:44 13:43 17:08 9:44 ― 17:08
9:45 13:44 17:09 9:45 13:44 17:09 9:45 ― 17:09
9:47 13:46 17:11 9:47 13:46 17:11 9:47 ― 17:11
9:52 13:51 17:16 9:52 13:51 17:16 9:52 ― 17:16
9:53 13:52 17:17 9:53 13:52 17:17 9:53 ― 17:17

9:55 13:54 17:19 9:55 13:54 17:19 9:55 ― 17:19
9:56 13:55 17:20 9:56 13:55 17:20 9:56 ― 17:20
9:57 13:56 17:21 9:57 13:56 17:21 9:57 ― 17:21
9:59 13:58 17:23 9:59 13:58 17:23 9:59 ― 17:23
― ― ― 9:57 13:56 17:21 ― ― ―
― ― ― 9:59 13:58 17:23 ― ― ―
― ― ― 10:00 13:59 17:24 ― ― ―
― ― ― 10:03 14:02 17:27 ― ― ―

10:03 14:02 17:27 10:03 14:02 17:27 10:03 ― 17:27
10:06 14:05 17:30 10:06 14:05 17:30 10:06 ― 17:30
10:07 14:06 17:31 10:07 14:06 17:31 10:07 ― 17:31

14:08 17:33 17:33
14:08 17:33 17:33

10:16 14:14 17:39 10:16 14:14 17:39 10:16 ― 17:39
10:18 14:16 17:41 10:18 14:16 17:41 10:18 ― 17:41

10:25 14:23 ― 10:25 14:23 ― 10:25 ― ―

※冬期間は、北月山荘の休業に合わせて瀬場～北月山荘までの区間を運休する場合があります。

16:53―9:27

庄内町役場発　⇒　北月山荘行き（又は瀬場行き）

運　行　日

　
　

停　留　所あ　あ

※祝日・休日の場合
2便は運行しません。
1便、3便は同じ時刻で運行します。

月・水・金 火・木・土

17:18

10:02 17:26

17:3610:13

10:20 17:43

10:10

14:05

14:01

14:11 10:1317:36 14:11 17:36

10:10

10:02 17:26

10:06 17:30― ― ―

10:02

9:27 13:27 16:53 9:27 13:27 16:53

9:54 13:53 17:18

14:01 17:26

日

清 川 駅 前

旧 商 工 会 前

9:54 13:53 17:18

余 目 駅 前

17:45 10:22 14:20 17:45

大中島ふれあい館前

大 中 島
17:43 10:20 14:18 17:4310:20 14:18

瀬 場
下 瀬 場

10:22 14:20

緑 町

東 興 野

新 田

木 の 沢

鉢 子

10:13

立谷沢まちづくりセンター

松 の 木
大 平 口

フリー乗降区間（停留所名青字部分）
北月山荘から狩川駅までの区間、
西興野から常万こ線橋付近の交差点までの区間

10:10

10:22 17:45

中 村
下 中 村

科 沢
下 科 沢

北 月 山 荘

興 屋

立
谷
沢
地
域

板 敷 橋

下 松 の 木
肝 煎

工 藤 沢

生 繰 沢
中 島

中 島 口

生 繰 沢 橋
片 倉

荒 鍋

清河八郎記念館

成 沢 医 院 前

清 川 関 所 前

清 川

旧狩川銀行前

古 関 （ 幹 線 ）

栄 町
第２種苗センター前

清
川
・
狩
川
地
域

西 興 野

狩 川 駅

（発）
道の駅しょうない

（着）

阿 部 医 院

第四まちづくりセンター

―

―

―

―

9:54 ―

新余目支所・町湯

立川複合拠点施設

常 万
兼 古 商 店 前

町 農 協

庄 内 町 役 場
庄内総合高校

14:08 17:33

余
目
地
域

運休日：１２月３１日～１月３日 令和６年７月２７日～

―

― ― ―

廻 館
余 目 新 田

臨時運行ダイヤ


